
豊橋市役所 商工業振興課
0532-51-2431 shokogyo@city.toyohashi.lg.jp

制度の詳細・申請書のダウンロードはホームページから→

もっとうちの商品を全国の人にも
買ってもらいたいけど
店舗のみだと限界があるし、
インターネットを使って
販売を始めてみたいな！

インターネットに詳しくないから
自分で作るのは難しいし
業者に頼むと費用がかさむなぁ・・・

その費用を補助します！

中小企業者

市役所

中小企業者

にチャレンジする中小企業者を支援します！

（R6.4版）



（1）市内に本店（個人については住所）がある中小企業者
（2）継続して１年以上事業を営む者
（3）本部が市外にあるフランチャイズチェーンでないもの

補助対象経費の1/2以内
（千円未満切捨て）
上限10万円

（1）ショッピングモール、ショッピングカートの開設・改善又は
オンラインサービスの開設・改善にかかる費用

（2）（1）を伴うホームページ開設・改善費用
※改善の場合は従前からの大幅なリニューアルがみられること
（単なるショッピングモールの追加等は対象外）

Facebook Instagram X(旧 Twitter)

事業実施前に申請
毎年度末日までに申請

まずは
補助金の相談に行こう！

商工業振興課SNS更新中！

市役所

＜ECサイトとは＞
商品の販売又はサービスの提供を行うWebサイトのこと
例：ECショップ（モール、ショッピングカート）やオンライン教室・講座

体験など

※クラウドファンディング、デジタル化、業態転換へのチャレンジ応援補助金もあります。


